
 - 1 - 

徳島大学休学許可の基準に関する申合せ 
           

    平成２５年７月１７日 
大学教育委員会承認 

 
１ この申合せは、学生の休学を制限するものではなく、学生にとってわかりやすい仕組み

にすることを目的としている。 
そのため、学生への制度の周知に際して、２(1)～(10)の例示以外の理由であっても指導

教員等に相談するよう促すなど、適切に周知するものとする。 
 
２ 徳島大学学則第２３条及び徳島大学大学院学則第２３条の規定に基づく休学の許可につ

いて、次の各号のいずれかに該当し、２月以上就学できない者について休学を許可するも

のとする。 
（１）疾病又は負傷（医師の診断書） 

 （２）学資の支弁が困難な場合（理由書） 
 （３）災害等により修学困難と認められた場合（罹災証明書） 
 （４）海外の教育・研究施設において修学する場合（受入先の証明書（写）） 
 （５）自主的な海外留学や長期海外生活体験のための休学（理由書及び指導教員等の意見

書） 
（６）大学院における研究を継続するために必要な期間の休学（理由書及び指導教員等の

意見書） 
（７）勤務の都合（理由書） 

（夜間主コース及び大学院各研究科の学生のみを対象とする。） 
（８）出産又は育児に従事する場合（母子健康手帳の写し等） 

 （９）家族の看病又は介護をする場合（理由書） 
 （10）公共的な事業に参加する場合（受入先の証明書（写）） 

(11) 医学部医学科の学生であって、徳島大学大学院学則第１８条第３項第８号に該当す

る者が、大学院医学研究科の博士課程に入学するとき 
(12) 薬学部の学生であって、徳島大学大学院学則第１８条第３項第８号に該当する者

が、大学院薬学研究科の博士課程に入学するとき。 
（13）その他、上記以外の理由により休学を希望する学生が、指導教員等と相談の上、教

授会においてやむを得ない理由であると認められた場合（理由書及び指導教員等の意

見書） 
 
３ ２（13）に示す「その他の理由」により休学の願い出があったとき、指導教員等はその

内容に応じて学生の就学状況や学業成績、目的意識や心構えなどについて聴取して意見書

を作成し、休学させても差し支えないと教授会で判断した場合は、必要に応じて指導を行

った上で休学を認めることができるものとする。 
 
４ 入学前の休学手続きによる４月１日又は１０月１日からの休学は、次の各号のいずれか

に該当する場合を除き認めないものとする。 
 （１）疾病又は負傷（医師の診断書） 
 （２）災害等により修学困難と認められた場合（罹災証明書） 
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 （３）勤務の都合（理由書） 
（夜間主コース及び大学院各研究科の学生のみを対象とする。） 

 （４）学部又は研究科の教授会が、当該学生の教育上極めて有意義と認めた場合（理由書） 
 
５ 学生から提出のあった理由書、診断書、各種証明書（写）等については、学長の許可を

得る目的にのみ使用し、その取扱いについては細心の注意を払い、適正な管理と保護に努

めるものとする。 
 
６ 休学の許可は、学部の教授会等で審議し、その内容を尊重して学長が決定する。 
 
７ ２の例示について、追加や削除の必要が生じたときは、大学教育委員会において審議し、

決定する。 
 
   附 則 
１ この申合せは、平成２５年７月１７日から実施する。 
２ この申合せの施行日前に許可されている休学は、この申合せに定めるところにより許可

されたものとみなす。 
   附 則 

この申合せは、平成２５年１１月２０日から実施する。 
  附 則 
この申合せは、平成２８年４月１日から実施する。 
  附 則 
この申合せは、令和４年４月１日から実施する。 
  附 則 
この申合せは、令和６年４月１日から実施する。 
 
 


